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災害（落石崩壊）による通行止めについて（第３報）

国道３３号高知県高岡郡越知町（３６ｋ０２０、事前通行規制
区間⑥）にて８月１６日１８時２０分頃発生した落石の当面の
応急対策について別紙のとおり行う予定ですのでお知らせしま
す。

【概要】
以下の手順で本日より作業を開始予定。

① 崩落斜面上部に存在する不安定な岩塊の除去。
② 道路上の落石を小割して撤去。
③ 仮設防護柵の設置。
④ 片側交互通行により交通解放予定。

※ 人的被害は現在のところなし。

※ 現在も通行止めを実施中。（通行止め区間を短縮）

一般国道３３号 高知県高岡郡越知町 丁 地先

延長 ０．４ｋｍ【落石】（迂回路無し）
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一般国道 33号落石発生に伴う当面の応急対策について 

1.落石箇所の概要

①災害の規模 :

･落石の大きさ :3.7X7.0×3.0m(現地調査に伴い修正)

･落石に伴う下方の土砂崩壊 :幅 20m､高さ約 15m

②既設構造物の被災状況 :

･落石防護柵 :延長 24m破損

･仮設防護柵 (日鋼､高さ 6m) :延長 21m破損

③その他 :

･落石箇所の側方上部に亀裂を伴う不安定な岩塊 (約3×3×3m)が残存 

2.応急対策 (莱)について

通行止めの早急な解除に向けて､関係機関と調整しつつ､以下の対策を実施する｡

血直圧線､NT T等の梁塵旦敵意又は移設
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､②落石箇所側左±農建地 陵墓
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L3: 撤去及び破損した構造物の撤去
 l落下した岩塊 の小割･
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魔道慮中央付近への仮設防護柵(高さ岳m)の設置
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片 側 交 互 通 行 に よ る 通 行 止 め 解 除
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